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一般財団法人 住宅改良開発公社
〒102-0076　東京都千代田区五番町14-1
国際中正会館ビル3階　☎03-3237-7411（代表）
https://www.kairyoukousya.or . jp/

株式会社 ジェイ・ケイ企画
〒102-0076　東京都千代田区五番町14-1
☎03-3237-7515

発行人 企画・制作

住宅金融支援機構 店舗のご案内（賃貸住宅融資）

本誌の送付を希望されない場合のご案内
本誌の送付を希望されない場合は、同封のアンケートハガキの「送付を希望し
ない」の欄に□を記入して送付ください。なお、本誌は弊公社のホームページ
にも掲載しておりますので、引き続きホームページ上からご覧いただけます。

北海道支店 〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1番4号 D-LIFEPLACE札幌11階

東 北 支 店 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目9番1号 仙台トラストタワー22階

本 店
首都圏広域
事 業 本 部

〈首都圏業務第一部〉 〒112-8570 東京都文京区後楽1丁目4番10号
〈首都圏業務第二部〉 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番20号 大宮JPビルディング11階

東 海 支 店 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目23番20号 HF桜通ビルディング7階

近 畿 支 店 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4丁目3番9号 本町サンケイビル13階

中 国 支 店 〒732-0822 広島県広島市南区松原町2番62号 広島JPビルディング9階

九 州 支 店 〒812-8735 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 博多駅前ビジネスセンター6階

富山県・石川県・福井県・
滋賀県・京都府・大阪府・ 
兵庫県・和歌山県・奈良県・
徳島県・香川県・愛媛県・
高知県

近畿支店〈大阪〉
北海道

北海道支店〈札幌〉
鳥取県・島根県・岡山県・
広島県・山口県

中国支店〈広島〉

福岡県・佐賀県・長崎県・
熊本県・大分県・宮崎県・
鹿児島県

九州支店〈福岡〉

岐阜県・愛知県・三重県
東海支店〈名古屋〉

青森県・岩手県・宮城県・ 
秋田県・山形県・福島県

東北支店〈仙台〉

栃木県・群馬県・埼玉県・新潟県・
長野県・茨城県・千葉県・東京都・
神奈川県・山梨県・静岡県

本店〈首都圏広域事業本部〉

平成18年度以前に旧公庫に借入れのお申込みをされたお客さまへ

住宅金融支援機構からのお知らせ

平成18年度以前に住宅金融公庫に借入れのお申込みをされて融資を受け、建設された賃貸住宅につきまし
ては、融資金のご返済期間中、入居者と締結する賃貸借契約の内容に関し、次の１から４までの制限事項が
金銭消費貸借契約で定められています。お客さまにおかれましては、引き続き入居者との賃貸借契約に係る
制限事項を遵守いただきますようお願いいたします。

制限事項の詳しい内容は、住宅金融支援機構のホームページ（https://www.jhf.go.jp）をご確認ください。

入居者との賃貸借契約に係る制限事項の概要
1 �家賃は毎月その月分または翌月分の支払いであること
2 �敷金（退去時に返還される保証金を含みます。）を家賃の３か月分（中高層ビル融資、 

レントハウスローンの場合は６か月分（近畿圏の一部地域は９か月分））を超えて受領しないこと
3 �礼金、権利金、謝金、更新料（更新事務手数料は除きます。）などの金品を受領しないこと
4 その他入居者にとって不当な負担となることを賃貸の条件としないこと特集

これからの賃貸経営に欠かせない
「高齢者」の受け入れを考える

オーナーがおさえておくべきポイントを厳選！
2025年分確定申告

改 良 公 社 か ら オ ー ナ ー に お く る 賃 貸 住 宅 経 営 情 報 誌

信託の専門家さん
お願いします

賃貸トラブル法律講座

認知症対策や相続対策に役立つ柔軟な財産管理
資産を安全に守る「信託」の基礎知識
猛烈な台風による浸水・突風被害で損害賠償請求、どうすればいい？
自然災害の発生時にかかわるトラブル
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２０５０年には

37％
3888万人
235万人増加

老年人口（65歳以上）
30%

3653万人3653万人

Special Feature
特集

「高齢者」の受け入れを考える

入居者の中心だった若者層が減っていくなかで、単身高齢者の急増が予想されます。これからも長く安定
経営を続けていくためには、高齢者の入居を前向きに検討することが欠かせません。この分野に詳しい伊
部さんに解説していただきました。

若
年
単
身
者
が
減
り
、 

高
齢
者
が
増
え
る
の
は
必
須

　

単
身
向
け
の
賃
貸
住
宅
で
は
、
入
居

者
を
学
生
や
若
手
社
会
人
に
限
る
オ
ー

ナ
ー
が
多
い
で
し
ょ
う
。「
高
齢
者
は

な
る
べ
く
避
け
た
い
」
と
い
う
声
も
聞

か
れ
ま
す
。
で
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ

経
営
で
大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
？ 

人
口

減
少
社
会
は
、
全
年
齢
層
が
等
し
く
減

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

下
図
の
よ
う
に
、
す
で
に
３
人
に
１

人
は
高
齢
者
で
す
。
し
か
も
、
今
後
の

予
測
を
見
る
と
、
入
居
の
メ
イ
ン
と
な

る
若
年
単
身
者
は
、
２
０
５
０
年
に

は
全
国
で
５
０
０
万
人
以
上
も
減
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
逆
に
、
高
齢
者
は

２
３
５
万
人
も
増
加
す
る
の
で
す
。「
人

口
は
減
っ
て
も
世
帯
数
は
ま
だ
増
加
し

て
い
る
」
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
世
帯

数
の
ピ
ー
ク
は
２
０
３
０
年
。
高
齢
世

帯
は
２
０
４
５
年
ま
で
増
え
続
け
ま
す
。

　

増
加
す
る
高
齢
者
を
世
帯
構
成
で
見

る
と
、
も
っ
と
も
多
い
の
が
全
体
の
３

分
の
１
を
超
え
る
単
身
者
で
す
。
さ
ら

に
、
２
０
５
０
年
に
は
半
数
近
く
に
達

し
ま
す
。
今
は
ま
だ
危
機
感
を
持
て
な

く
て
も
、
こ
れ
か
ら
10
～
20
年
以
上
の

長
期
に
渡
っ
て
安
定
経
営
を
続
け
る
な

ら
、
こ
う
し
た
ト
レ
ン
ド
を
踏
ま
え
て

お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

持
ち
家
率
低
下
、
未
婚
率
上
昇
が 

単
身
高
齢
者
の
増
加
に

　

な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
単
身
高
齢
者
が
増

え
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

　

高
齢
者
の
独
居
率
が
高
ま
る
原
因
は
、

現
在
40
～
50
代
で
あ
る
中
高
年
の
現
状

か
ら
類
推
で
き
ま
す
。
第
１
の
ポ
イ
ン

ト
は
、
年
代
が
若
く
な
る
ほ
ど
未
婚
率

が
高
く
な
る
点
で
す
。
現
在
、
65
歳
以

上
の
単
独
世
帯
の
う
ち
未
婚
者
の
割
合

は
男
性
が
38
％
、
女
性
が
12
％
。
こ
れ

が
２
０
５
０
年
に
は
男
性
が
60
％
、
女

性
が
30
％
へ
急
増
す
る
と
推
計
さ
れ
て

い
ま
す
。
結
婚
し
て
い
て
も
、
死
別
や

離
婚
に
よ
っ
て
単
独
世
帯
に
な
る
高
齢

者
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
夫
婦

世
帯
で
も
、
い
ず
れ
か
が
病
院
や
福
祉

施
設
に
長
期
的
に
入
所
し
、
単
身
状
態

に
な
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
ま
す
。

　

２
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
は
持
ち
家
率
の

低
下
で
す
。
現
状
で
は
、
世
帯
主
が
65

歳
以
上
の
男
性
の
場
合
は
80
％
以
上
と

低
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
年
代
が

若
く
な
る
と
、
持
ち
家
率
が
下
が
っ
て

い
き
ま
す
。
40
歳
前
後
は
本
来
な
ら
マ

イ
ホ
ー
ム
の
一
次
取
得
層
で
す
が
、
昨

今
の
住
宅
価
格
の
高
騰
で
買
え
な
い
ま

ま
賃
貸
に
住
み
続
け
る
割
合
が
高
く
な

り
そ
う
で
す
。

　

賃
貸
住
宅
に
住
み
始
め
た
当
初
は
若

い
現
役
世
代
で
も
、
長
く
住
ん
で
い
る

う
ち
に
高
齢
化
す
る
こ
と
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。
サ
ブ
リ
ー
ス
オ
ー
ナ
ー
で
、

サ
ブ
リ
ー
ス
契
約
が
終
了
し
た
途
端
に
、

高
齢
入
居
者
を
か
か
え
る
当
事
者
に
な

っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。
要
介
護

に
な
る
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
賃
貸
に
入
居
す

る
な
ど
、
賃
貸
住
宅
が
“
終
の
棲
家
”

に
な
り
つ
つ
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
い
ず
れ
は
高
齢
者
に
対
応

せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
と
す
れ
ば
高
齢

者
の
受
け
入
れ
リ
ス
ク
を
減
ら
せ
る
知

識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
、
今
か
ら
オ
ー
ナ
ー

と
し
て
持
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
。
次

か
ら
具
体
的
に
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

単
身
高
齢
者
を
受
け
入
れ
る 

と
き
の
２
大
リ
ス
ク
と
対
応
策

　

賃
貸
オ
ー
ナ
ー
が
高
齢
者
の
入
居
に

抵
抗
感
が
強
い
理
由
と
し
て
、
家
賃
滞

納
や
孤
独
死
で
事
故
物
件
に
な
る
こ
と

を
懸
念
す
る
声
も
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。

大
家
さ
ん
同
士
で
経
験
談
や
苦
労
話
を

聞
い
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
た
だ
、

中
に
は
誤
解
に
も
と
づ
く
ケ
ー
ス
や
、

現
在
で
は
対
処
法
が
確
立
さ
れ
て
い
る

項
目
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
は
後
で
触

れ
ま
す
が
、
ま
ず
、
賃
貸
仲
介
・
管
理

の
実
務
面
で
重
要
な
、
契
約
期
間
中
に

入
居
者
が
孤
独
死
し
て
し
ま
っ
た
場
合

の
２
大
リ
ス
ク
に
つ
い
て
解
説
し
ま
し

ょ
う
。
①
解
約
と
②
残
置
物
の
処
理
で

す
。
賃
貸
借
契
約
も
残
さ
れ
た
荷
物
も

故
人
の
財
産
な
の
で
、
相
続
が
絡
ん
で

く
る
点
が
ハ
ー
ド
ル
に
な
り
ま
す
。

①
解
約
の
リ
ス
ク

　

入
居
者
が
亡
く
な
っ
て
も
、
契
約
関

係
が
自
動
的
に
消
滅
す
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
オ
ー
ナ
ー
や
管
理
会
社
が

勝
手
に
契
約
解
除
す
る
こ
と
は
法
的
に

許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
賃
貸
借
契

約
の
権
利
が
相
続
人
に
引
き
継
が
れ
る

た
め
、
身
寄
り
の
な
い
高
齢
者
だ
っ
た

場
合
は
、
弁
護
士
を
立
て
て
戸
籍
を
探

索
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。　

生
前

に
疎
遠
だ
っ
た
相
続
人
は
相
続
放
棄
を

す
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
も
し

相
続
人
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
は
、
契

約
が
相
続
さ
れ
て
存
続
し
て
い
る
の
に

監修

高齢者の住まい問題に長年取り組み、
公益団体の居住支援関連の研究会委
員を歴任。業界団体、行政等でのセミ
ナー多数。

伊部 尚子 氏

株式会社
ハウスメイトマネジメント
ソリューション事業本部 課長
公益財団法人
日本賃貸住宅管理協会
あんしん居住委員

これからの賃貸経営に欠かせない

 「高齢者」の受け入れを考える

高齢者受け入れの２大リスク

解約

入居していた高齢者が亡くなって家賃を払わなく
なっても、契約の権利が相続されてしまうため、オー
ナーや管理会社が一方的に契約解除することは
できない。意思能力が失われる認知症や高度脳障
害になった場合も、契約にかかわる行為はできなく
なる。

残置物 
処理

解約と同様に、入居者が遺した荷物は財産として
相続されるため、勝手に処分はできない。相続人を
探し、相続放棄をしてもらうなど一定の手続きが必
要で、費用と時間がかかる。金銭が遺されていた場
合は法務局への「供託」が必要になる場合もある。

高齢者に入居してもらうにあたって、実務面で最大のリスクと言えるのが、
入居者が亡くなったときの契約解除と残置物の処理。
他に、身体や脳機能の衰えによってゴミ屋敷化や近隣トラブルが起きるおそれもある。

（1363万人）

生産年齢人口
（15〜64歳）

59%
（7310万人）（7310万人）

年少人口（14歳以下）11%

2025年
2179万世帯

全世帯の
38％

夫婦のみ
31%

世帯主65歳以上の家族構成 全人口に占める世代ごとの人口割合

２０５０年には

46％に！

ひとり親と子
10%

その他 8%

夫婦と子
14%

（816万世帯）

単独
37%

２０５０年には

45％
1084万世帯
268万世帯増加

データ出典：国立社会保障･人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）－令和6（2024）年推計－」。基準は、2020年国勢調査

このうち単身向け賃貸の
中心となる

18～34歳人口は
17％／2107万人

2050年には
15％／1569万人

→538万人減少

HARMONY 2025 HARMONY 2025 23 2



●�高齢者の受け入れをしないと、賃貸経営が成り立
たない時代が、いずれ来る。

●�長期に入居するうちに入居者が高齢化することも
多い。誰にでも起こりうる状況。

●�対策をしておけばリスクを抑えられる。知識を備え
て早めにスタートしよう。

Special Feature 「高齢者」の受け入れを考える

ま と め

事
前
に
結
ん
で
お
く
こ
と
で
す
。
こ
れ

は
、
解
約
と
残
置
物
処
理
の
廃
棄
を
通

知
す
る
役
割
を
第
三
者
に
委
託
す
る
も

の
。
具
体
的
に
は
、
下
図
に
示
し
た
国

土
交
通
省
策
定
の「
モ
デ
ル
契
約
条
項
」

が
参
考
に
な
り
ま
す
。
委
託
先
と
し
て

は
、
国
が
認
定
し
た
居
住
支
援
法
人
や

管
理
会
社
が
対
応
可
能
で
す
。
民
間
で

も
、
同
様
の
高
齢
者
サ
ポ
ー
ト
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
い
る
企
業
が
あ
り
ま
す

の
で
、
内
容
や
費
用
を
よ
く
確
認
し
た

上
で
、
活
用
を
検
討
し
て
み
る
と
い
い

で
し
ょ
う
。

高
齢
者
へ
の
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
、 

実
態
を
知
り
適
切
な
対
応
を

　

高
齢
者
は
リ
ス
ク
が
高
い
と
い
う
マ

イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
か
ら
敬
遠
さ
れ
て
い

る
面
も
あ
る
よ
う
で
す
。
実
際
は
ど
う

な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

実
は
、
滞
納
発
生
率
を
調
査
す
る
と
、

若
年
層
よ
り
も
高
齢
者
の
ほ
う
が
む
し

ろ
低
い
と
い
う
結
果
で
し
た（
日
管
協
・

あ
ん
し
ん
居
住
研
究
会
２
０
２
３
年
調

べ
）。
例
え
ば
、
一
度
で
も
滞
納
を
し

た
こ
と
の
あ
る
割
合
は
、
20
代
男
性
が

20
％
な
の
に
対
し
て
60
代
女
性
11
％
と

半
分
。
年
代
が
高
い
ほ
ど
、
ま
た
男
性

家
賃
滞
納
が
続
い
て
い
る
こ
と
を
原
因

と
し
た
明
け
渡
し
訴
訟
を
起
こ
し
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
多
額
の
費
用
と
時
間

が
か
か
る
の
が
難
点
で
す
。

　

こ
う
し
た
事
態
を
防
ぐ
に
は
、
契
約

時
に
、
推
定
相
続
人
に
な
る
保
証
人
や

身
元
引
受
人
を
確
保
す
る
こ
と
。
長
期

間
住
ん
で
い
る
場
合
、
保
証
人
が
亡
く

な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
契

約
更
新
の
際
に
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
費
用
面
を
考
え
、
家
賃
債
務

保
証
会
社
を
利
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。
最
近
は
保
証
会
社
を
使
う
の

が
一
般
的
で
す
し
、
高
齢
者
に
対
応
し

た
サ
ー
ビ
ス
も
増
え
て
い
ま
す
。

②
残
置
物
処
理
の
問
題

　

順
番
と
し
て
は
、
解
約
手
続
き
が
済

ん
だ
後
に
、
残
置
物
の
処
理
に
進
み
ま

す
。
他
人
か
ら
見
れ
ば
不
要
と
感
じ
る

も
の
で
も
、
故
人
の
財
産
で
所
有
権
が

相
続
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
勝
手
に
処

分
は
で
き
ま
せ
ん
。
基
本
的
な
手
続
き

は
解
約
と
同
様
で
す
。

　

身
寄
り
の
な
い
高
齢
者
と
契
約
す
る

場
合
に
、
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
を
回
避
す

る
方
法
が
「
死
後
事
務
委
任
契
約
」
を

よ
り
女
性
の
ほ
う
が
滞
納
率
が
低
い
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
場

合
に
は
、
代
理
納
付
制
度
を
利
用
す
れ

ば
リ
ス
ク
は
さ
ら
に
下
が
り
ま
す
。
若

者
よ
り
も
確
実
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

 

「
孤
独
死
＝
事
故
物
件
」
と
い
う
誤
解

も
ま
だ
ま
だ
根
強
い
よ
う
で
す
。
し
か

し
、
２
０
２
１
年
に
国
土
交
通
省
が
定

め
た
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
人

の
死
の
告
知
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
に
よ
れ
ば
、
病
死
・
事
故
・
老
衰

な
ど
の
自
然
死
の
場
合
で
、
す
ぐ
に
発

見
さ
れ
れ
ば
告
知
不
要
。
発
見
が
遅
れ

て
異
臭
が
す
る
な
ど
特
別
清
掃
が
必
要

に
な
っ
た
場
合
に
は
告
知
が
必
要
で
す

が
、
期
間
は
3
年
間
と
い
う
目
安
が
示

さ
れ
ま
し
た
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
え

ば
リ
ス
ク
は
大
幅
に
減
り
ま
す
。

　

身
体
機
能
が
衰
え
た
り
、
認
知
症
に

な
っ
た
り
し
て
ゴ
ミ
屋
敷
化
や
近
隣
ト

ラ
ブ
ル
を
招
く
リ
ス
ク
も
指
摘
さ
れ
ま

す
。
こ
う
し
た
事
態
に
陥
ら
な
い
よ
う

に
、
早
め
に
「
見
守
り
サ
ー
ビ
ス
」
を

導
入
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

も
し
異
変
を
察
知
し
た
ら
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
つ
な
げ
れ
ば
、

適
切
な
対
応
が
期
待
で
き
、
リ
ス
ク
も

軽
減
で
き
る
で
し
ょ
う
。

賃
貸
入
居
を
希
望
す
る 

高
齢
者
は
着
実
に
増
え
て
い
る

　

最
近
は
70
～
80
代
の
人
で
も
、
普
通

に
仲
介
店
舗
に
訪
れ
る
姿
が
珍
し
く
な

く
な
り
ま
し
た
。
利
便
性
の
向
上
や
家

賃
負
担
を
軽
減
し
た
い
「
ず
っ
と
賃
貸

派
」
も
い
れ
ば
、
持
ち
家
か
ら
の
「
賃

貸
リ
タ
ー
ン
派
」
も
最
近
は
目
立
ち
ま

す
。
戸
建
て
持
ち
家
に
住
ん
で
い
た
独

り
暮
ら
し
の
親
が
、
家
の
補
修
や
庭
の

手
入
れ
が
大
変
に
な
っ
た
り
、
防
犯
・

防
災
面
で
の
不
安
が
高
ま
っ
た
り
し
て
、

子
ど
も
の
家
の
近
く
に
住
み
替
え
る
パ

タ
ー
ン
で
す
。
本
人
が
「
一
人
暮
ら
し

の
不
安
」
か
ら
自
ら
動
く
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
子
ど
も
の
側
か
ら
「
親
が
心

配
」
だ
か
ら
と
呼
び
寄
せ
る
ケ
ー
ス
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
近
居
呼
び
寄

せ
」
の
場
合
は
親
族
が
身
近
に
い
る
た

め
、
前
述
の
よ
う
な
リ
ス
ク
も
減
ら
せ

る
で
し
ょ
う
。

　

サ
ブ
リ
ー
ス
オ
ー
ナ
ー
の
場
合
、
現

在
は
サ
ブ
リ
ー
ス
会
社
が
個
別
の
状
況

に
合
わ
せ
て
対
応
し
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
た
だ
、
い
ざ
自
分
で
判
断
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
に
焦

ら
ず
取
り
組
め
る
よ
う
に
、
早
め
に
知

識
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
備
え
て
お
く
と
よ
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
近
居
呼
び

寄
せ
の
よ
う
な
条
件
の
整
っ
た
高
齢
者

の
受
け
入
れ
か
ら
は
じ
め
、
ト
ラ
ブ
ル

が
起
き
る
こ
と
を
前
提
に
対
策
を
打
っ

て
お
け
ば
、
将
来
、
高
齢
者
入
居
が
当

た
り
前
に
な
っ
た
時
に
ス
ム
ー
ズ
に
対

応
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

部屋探ししている
高齢者はどんな人？

伴侶と死別して郊外から利便性の高い都心に
移るほか、地方の持ち家に独り暮らしで身体が弱
くなった親を子どもが呼び寄せるパターンも多い。
高齢者本人が、より利便性の高い住まいを求めて
賃貸から賃貸へ住み替える「ずっと賃貸派」も、今
後は増えてきそう。

積極賃貸派

収入が減って家賃負担の低い賃貸に住み替えた
い、生活保護の家賃扶助を受けられる部屋に移り
たいといったケースがみられる。長く住んでいたア
パートが老朽化して、建て替えで立ち退きを迫られ
ているケースも少なくない。

やむを得ず派

単身高齢者の解約と残置物の処理に関するリスク回避に有効

「残置物の処理等に関するモデル契約条項」とは
モデル条項は　①解除関係事務の委任契約　②残置物関係事務の委託契約　③賃貸借契約におけるモデル契約条項　
で構成され、国土交通省から公開されている。60歳以上の単身高齢者のケースを想定している。
賃借人（委任者）と第三者（受任者）の間で①②の死後事務委任契約を締結し、賃借人と賃貸人との賃貸借契約書に
③委任契約に関する条項を盛り込んでおくことで、入居者に万が一のことが起きても滞ることなく
解約や残置物の処理をすすめることができる。

参考：国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html

①賃貸借契約の解除
②残置物の処理

③委任契約に
　関する条項（※1）

委任契約賃貸借契約

賃借人賃借人
（委任者）（委任者）
単身高齢者

（原則60歳以上）

受任者受任者賃貸人賃貸人

受任者は
●賃借人の推定相続人のいずれか
●居住支援法人や管理会社等の 
　第三者
が想定される。
なお、オーナー（賃貸人）は入居者と
利益相反の関係にあるので、避ける
ことが望ましい。

●入居者が死亡した場合に、入居者の代理人として賃貸借契約を解除
●入居者の賃貸借契約終了後、「廃棄しない残置物（※2）」以外を廃棄。
換価できるものはするように努める（代金は推定相続人に返還または処理費用に充当）

※1 委任契約が解除された場合の措置や、賃借人
死亡時の通知義務等の特約条項など。

※2 入居者はあらかじめ、「廃棄しない残置物」とし
て相続人等に渡す家財等を指定しておくことができ
る。その際、送付先も明らかにしておく必要がある。
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◦�「103万円の壁」など、 
税制改革が話題となったが、その影響を受ける初め
ての確定申告。

◦�経費計上のタイミングをしっかり把握。 
基本的なことだけれど、意外と知らない人も多い。

◦�事業按分を計算して、 
経費計上できるものはきちんと計上。 
赤字の場合の注意点も把握しておく。

と
い
う
場
合
は
、
工
事
費
が
未
払
い
で

あ
っ
て
も
年
内
に
工
事
が
完
了
し
て
い

る
た
め
、
工
事
費
を
経
費
と
し
て
計
上

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

事
業
按
分
は
き
っ
ち
り
と

　

賃
貸
併
用
住
宅
や
自
宅
の
一
部
を
事

務
所
と
し
て
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、

時
期
の
工
事
で
工
事
完
了
が
年
明
け
に

な
っ
た
場
合
、
翌
年
分
の
経
費
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。
た

だ
し
、
工
事
は
年
内
に
完
了
し
て
い
る

が
工
事
費
の
支
払
い
は
翌
年
に
な
る
、

注
目
の「
所
得
の
壁
」に
よ
る
改
正 

基
礎
控
除
は
10
万
円
引
き
上
げ

　

ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
も
た
び
た
び
取
り

上
げ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
所
得
の
壁
」

に
関
す
る
税
制
改
正
が
話
題
に
な
り
ま

し
た
。
今
回
は
、
基
礎
控
除
・
給
与
所

得
控
除
と
も
に
10
万
円
ず
つ
引
き
上
げ

ら
れ
、
改
正
前
１
０
３
万
円
だ
っ
た
も

の
が
１
２
３
万
円
に
な
り
ま
す
。
た
だ

改正後現行

123万円103万円計
（扶養に入れる程度）

65万円55万円給与所得控除 
（最低額）

に
つ
い
て
は
口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出

し
て
お
け
ば
、
振
替
納
税
に
よ
り
振
替

日
に
自
動
で
預
金
口
座
か
ら
引
き
落
と

さ
れ
る
の
で
、
余
裕
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

見
落
と
し
が
ち
な
の
が
、
消
費
税
で

す
。
消
費
税
は
２
年
前
の
売
上
高
に
よ

り
納
税
義
務
が
判
定
さ
れ
る
た
め
、
２

年
前
（
２
０
２
３
年
分
）
の
確
定
申
告

を
確
認
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
不
動
産

の
売
却
等
に
よ
り
１
０
０
０
万
円
以
上

の
売
上
が
出
て
い
る
と
、
消
費
税
の
申

告
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

早
め
に
準
備
を
し
て
、
心
と
時
間
に

余
裕
を
持
っ
て
申
告
・
納
税
を
行
い
ま

し
ょ
う
。

し
、
社
会
保
険
に
つ
い
て
は
変
更
が
な

い
た
め
、
実
態
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
大

き
く
変
わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
、
多
少
の
減
税
と
は
な
り
ま
す
が
、

昨
年
の
定
額
減
税
ほ
ど
の
影
響
は
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

今
回
の
確
定
申
告
に
関
し
て
も
、
事

業
に
関
わ
る
も
の
を
し
っ
か
り
と
経
費

計
上
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

何
が
ど
こ
ま
で
経
費
と
な
る
の
か
、
経

費
計
上
を
す
る
う
え
で
、
不
動
産
オ
ー

ナ
ー
が
迷
い
が
ち
な
ポ
イ
ン
ト
を
解
説

し
て
い
き
ま
す
。

お
さ
え
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は 

タ
イ
ミ
ン
グ
・
按
分
と
、　　
　

赤
字
の
場
合
の
注
意
点

　

事
業
用
不
動
産
に
か
か
わ
る
経
費
に

つ
い
て
は
、
多
く
の
オ
ー
ナ
ー
が
す
で

に
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
情
報
が
あ
ふ
れ
る

昨
今
、
何
が
自
分
に
必
要
な
の
か
、
何

を
す
れ
ば
良
い
の
か
が
は
っ
き
り
分
か

ら
な
い
と
い
う
方
も
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、
基
本
的
に
お

さ
え
て
お
き
た
い
こ
と
を
３
つ
、
あ
げ

て
み
ま
し
ょ
う
。

経
費
計
上
の
タ
イ
ミ
ン
グ

　

事
業
用
物
件
の
工
事
費
・
修
繕
費
な

ど
を
経
費
と
し
て
計
上
す
る
場
合
、
注

意
し
た
い
の
は
、「
そ
の
工
事
が
い
つ

完
了
す
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
年
の
経
費
と
し
て

計
上
で
き
る
か
が
決
ま
り
ま
す
。

　

工
事
完
了
前
の
支
払
い
は
あ
く
ま
で

前
払
い
金
で
あ
り
、
経
費
計
上
で
き
る

の
は
工
事
完
了
後
と
な
り
ま
す
。
年
末

賃貸経営
アラカルト

今
年
も
確
定
申
告
の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
す
。多
く
の
不
動
産
オ
ー
ナ
ー
か
ら
の
税
務
相
談
を
受
け
て
い
る

ス
リ
ー
ア
ロ
ー
ズ
税
理
士
事
務
所
の
三
矢
税
理
士
に
、確
定
申
告
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。不
動
産
オ
ー
ナ
ー
が
お
さ
え
て
お
く
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
厳
選
し
て
お
届
け
し
ま
す
。

に聞きました
専 門 家

相続対策や不動産に関する税務
を得意とする。自身も賃貸経営を
行う家主であり、CPM®（米国不動
産経営管理士）等の資格も保有。
豊富な知識で相続セミナーなどの
講師も多数務めている。

スリーアローズ
税理士事務所代表 
税理士
三矢 清史 氏

ま と め

オ
ー
ナ
ー
が
お
さ
え
て
お
く
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
厳
選
！

２
０
２
５
年
分
確
定
申
告

自
宅
部
分
は
除
く
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。
事
業
用
部
分
と
自

宅
の
面
積
な
ど
か
ら
事
業
割
合
を
按
分

し
て
、
固
定
資
産
税
や
光
熱
費
な
ど
を

経
費
計
上
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、

減
価
償
却
費
に
対
し
て
も
同
様
で
す
。

　

按
分
に
関
し
て
、
建
築
時
に
自
宅
部

分
を
除
き
、
最
初
か
ら
事
業
用
部
分
の

面
積
を
出
し
、
１
０
０
％
経
費
と
し
て

計
上
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す

が
、
自
宅
分
を
き
ち
ん
と
除
い
て
い
る

か
ど
う
か
、
書
類
上
で
す
ぐ
に
判
断
す

る
の
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
よ
り

も
建
物
全
体
に
対
し
て
の
事
業
割
合
を

あ
ら
た
め
て
出
し
て
、
誰
が
見
て
も
分

か
り
や
す
い
状
態
に
し
て
お
く
と
良
い

で
し
ょ
う
。
修
繕
費
も
、
賃
貸
用
の
分

は
そ
の
ま
ま
経
費
計
上
が
可
能
で
す
が
、

外
壁
な
ど
建
物
全
体
に
関
わ
る
部
分
も

事
業
割
合
で
按
分
す
る
の
を
忘
れ
な
い

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

赤
字
に
な
る
と

利
用
で
き
な
い
控
除
も

　

不
動
産
収
入
よ
り
経
費
の
方
が
多
く

な
り
、
不
動
産
所
得
が
赤
字
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
場
合
の
注
意
点
も
あ
り
ま
す
。

　

赤
字
の
場
合
、
最
大
65
万
円
の
青
色

申
告
特
別
控
除
が
適
用
さ
れ
な
く
な
り

ま
す
。
ま
た
、
不
動
産
所
得
の
金
額
ま

た
は
事
業
所
得
の
金
額
の
合
計
額
が

65
万
円
（
最
大
）
よ
り
少
な
い
場
合
は
、

そ
の
額
が
限
度
額
と
な
り
ま
す
。　

　

融
資
を
受
け
て
土
地
か
ら
購
入
し
て

い
る
場
合
、
土
地
に
対
し
て
の
利
子
も

経
費
計
上
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
さ
ら

に
損
益
通
算
を
し
て
も
赤
字
に
な
る
と
、

社
会
保
険
料
控
除
や
医
療
費
控
除
な
ど

も
使
い
き
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

今
後
事
業
を
拡
大
し
て
い
く
た
め
に

新
た
に
融
資
を
受
け
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、

利
益
を
き
ち
ん
と
上
げ
な
が
ら
、
適
切

に
経
費
計
上
を
行
う
こ
と
が
大
切
で

し
ょ
う
。

ス
ム
ー
ズ
な
確
定
申
告
を 

目
指
し
て
、
早
め
に
準
備
を 

す
る
こ
と
が
大
切

　

青
色
申
告
特
別
控
除
を
適
用
す
る
に

は
諸
条
件
あ
り
ま
す
が
、
最
大
65
万
円

の
控
除
を
適
用
さ
せ
る
に
は
電
子
申
告

（
ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
）
で
申
告
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
最
近
は
様
々
な
確
定
申
告

用
ソ
フ
ト
も
あ
る
の
で
、
早
め
に
、
今

か
ら
で
も
経
費
の
入
力
を
始
め
る
こ
と

を
お
す
す
め
し
ま
す
。
申
告
お
よ
び
納

付
の
期
限
は
３
月
15
日
で
す
が
、
納
付

基礎控除の引き上げ
48万円
→58万円へ基礎控除

給与所得控除 最低額55万円
→65万円へ

※2年間の特例措置として、年収850万円
以下の場合には37万円～5万円まで段
階的な基礎控除の加算がある。

58万円48万円基礎控除※

Check! 経費計上のタイミングに注意
工事完了の時期によって今年度の経費が計上できるかどうかが決ま
ります。資材調達の遅れや作業員不足などで、工事が遅れることも
しばしばあるので、注意しておきましょう。

経費計上 × 経費計上 ○

支払い③

スタート 完了工事

支払い②

支払い①

申告書には事情が伝わるよう記入を

確定申告書にある「本年中における特殊事情」という
項目。青色申告決算書でも収支内訳書でも欄が設け
られています。例えば、大規模修繕で例年と比べ大
きな赤字になった場合や、賃貸併用住宅で賃貸部分
のみ減価償却している場合に事業割合を記載しておく
など、背景を記入しておくことで、決算書から読み解
けない部分を伝えることができます。申告書を見ただ
けでわかるように記入することがスムーズな申告に繋
がります。積極的に活用しましょう。
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※借入先によっては、信託であっても無断で譲渡すると契約違反になり一括返済を求められることがあります。また、信託が認められる場合でも、信託
契約内容にも条件がつくことがあります。信託をお考えの場合は、信託の専門家に相談するほか、事前に借入先に相談をしてください。

信託の活用例　

委託者は自らを受益者に設定して、自
分のために財産管理することも可能。
また受益者を自分にしておき、相続後
は妻が受益者になるよう設定すること
で、妻の生活を守ることもできる。

信託のしくみ

財
産
管
理
や
相
続
対
策
と
し
て 

注
目
さ
れ
る
「
信
託
制
度
」

　

資
産
管
理
や
認
知
症
対
策
、
相
続
対

策
な
ど
に
有
効
と
い
わ
れ
て
い
る
「
信

託
制
度
」。
近
年
は
家
族
を
受
託
者
と

す
る
「
家
族
信
託
（
民
事
信
託
）」
と

い
う
言
葉
を
耳
に
し
た
り
、
提
案
さ
れ

た
り
す
る
機
会
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
信
託
と
い
う
言
葉
は
聞
い

た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
詳
し
い
こ
と
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
方
も
多
い

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
「
信
託
」
と
は
、
財
産
を

持
つ
人
が
信
頼
で
き
る
人
に
財
産
を
託

し
、
自
分
が
決
め
た
目
的
に
従
っ
て
管

理
・
運
営
し
て
も
ら
う
制
度
の
こ
と
。

簡
単
に
い
え
ば
、〝
信
頼
”
で
き
る
相

手
に
、
財
産
の
運
用
管
理
を
目
的
に

従
っ
て
〝
託
す
〟
し
く
み
の
こ
と
で
す
。

　

相
続
対
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
語
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
信
託
で
す
が
、
信
託
を

す
れ
ば
相
続
対
策
が
す
べ
て
完
了
す
る

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。認
知
・

判
断
能
力
が
低
下
・
喪
失
し
た
時
の
財

産
管
理
を
任
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
相

続
対
策
の
一
部
に
組
み
込
ん
で
活
用
す

る
ケ
ー
ス
が
多
い
で
す
。
特
に
賃
貸
不

動
産
オ
ー
ナ
ー
の
場
合
、
賃
貸
経
営
に

ま
つ
わ
る
様
々
な
権
限
を
託
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

信
託
は
、
財
産
を
託
す
人
の
状
況
や

希
望
に
合
わ
せ
て
自
由
度
を
高
く
組
み

立
て
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。
た
だ

し
、
実
際
に
信
託
を
活
用
す
る
に
は
複

雑
な
設
計
や
法
的
な
手
続
き
が
必
要
と

な
る
た
め
、
専
門
家
の
助
力
が
不
可
欠

と
な
り
ま
す
。

三
者
か
ら
成
る
信
託
の
し
く
み 

家
族
間
で
の
話
し
合
い
が
不
可
欠

　

信
託
は
「
委
託
者
」「
受
託
者
」「
受

益
者
」
の
三
者
か
ら
成
り
立
ち
ま
す
。

役
割
と
し
て
、
財
産
を
託
す
委
託
者

（
オ
ー
ナ
ー
）
は
、
そ
の
財
産
か
ら
利

益
を
得
る
受
益
者
（
配
偶
者
、
自
己
、

子
ど
も
・
孫
な
ど
）
の
た
め
に
、
財
産

の
管
理
・
運
用
・
処
分
を
受
託
者（
銀
行
・

法
人
・
家
族
な
ど
）
に
託
し
ま
す
。
信

託
で
き
る
財
産
は
、
金
銭
・
株
式
・
不

動
産
な
ど
幅
広
く
あ
り
ま
す
。

　

信
託
す
る
と
、
名
義
上
の
所
有
権
は

受
託
者
に
移
転
さ
れ
、
受
託
者
が
形
式

的
な
所
有
者
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ

り
、
受
託
者
が
信
託
契
約
の
内
容
に
従

い
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
に
財
産
を

相続対策や認知症対策の手段として聞かれるようになった「信託」。不動産という大切
な資産を守るために何をしたら良いか、信託制度とはどういったものなのか。よく分か
らないという人も多いのではないでしょうか。信託の基礎知識を弁護士の佐藤先生に
解説していただきました。

PPOINT!

認知症対策や相続対策に役立つ柔軟な財産管理

信託の専門家さんお願いします

資産を安全に守る
 「信託」の基礎知識

管
理
・
運
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
受
託
者
を
家
族
に
す
る
こ
と

が
、
い
わ
ゆ
る
「
家
族
信
託
」
で
す
。

　

こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
受
託
者
と

受
益
者
を
同
一
人
物
に
し
な
い
と
い
う

点
で
す
。
将
来
の
相
続
の
際
に
不
要
な

争
い
を
避
け
る
た
め
に
も
、
家
族
を
受

託
者
・
受
益
者
に
し
て
信
託
を
行
う
場

合
は
、
弁
護
士
な
ど
を
交
え
て
家
族
間

で
し
っ
か
り
と
内
容
を
話
し
合
う
こ
と

が
望
ま
れ
ま
す
。

事
業
承
継
に
も
つ
な
が
る 

「
柔
軟
な
設
計
」が
最
大
の
特
徴

　

信
託
制
度
は
、
財
産
を
管
理
す
る
受

託
者
を
銀
行
や
会
社
、
家
族
、
子
ど
も

や
孫
な
ど
に
、
利
益
を
受
け
取
る
受

益
者
は
ご
自
身
に
も
設
定
で
き
る
な

ど
、
柔
軟
な
設
計
が
可
能
な
点
が
大

き
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

不
動
産
オ
ー
ナ
ー
の
場
合
、
ご
自

身
を
受
益
者
、
子
ど
も
を
受
託
者
に

任
命
し
、
賃
貸
不
動
産
の
運
用
を
任

せ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
よ
く
み
ら

れ
ま
す
。
経
営
を
子
ど
も
に
任
せ
る

こ
と
で
オ
ー
ナ
ー
に
万
一
の
場
合
が

あ
っ
た
際
も
、
賃
料
収
入
の
滞
り
や

修
繕
が
実
施
で
き
な
く
な
る
こ
と
を

防
ぎ
、
経
営
を
滞
ら
せ
る
こ
と
な
く

安
定
し
た
経
営
の
維
持
・
継
続
が
可

能
に
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
信
託
は
、
遺
言
と
違
っ
て

複
数
世
代
の
承
継
先
を
指
定
で
き
る
の

も
特
徴
で
す
。
遺
言
は
効
力
が
及
ぶ
の

は
一
次
相
続
時
の
分
配
ま
で
で
す
が
、

信
託
の
場
合
は
、
例
え
ば
一
次
相
続
は

長
男
へ
、
長
男
が
亡
く
な
っ
た
後
の
二

次
相
続
は
次
男
の
息
子
（
孫
）
に
す
る

な
ど
、
先
々
ま
で
財
産
の
帰
属
先
を
指

定
で
き
ま
す
。
委
託
者
の
考
え
や
希
望

を
反
映
し
や
す
く
、
特
に
一
次
相
続
後

の
懸
念
が
あ
る
場
合
は
有
効
に
活
用
し

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

留
意
し
た
い
点
は
、
信
託
に
よ
っ
て

相
続
税
や
贈
与
税
が
節
税
に
な
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
節
税
対

策
と
混
同
し
な
い
よ
う
注
意
し
、
あ
く

ま
で
総
合
的
な
相
続
対
策
の
手
立
て
の

一
つ
と
し
て
信
託
を
活
用
す
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

対
策
は
早
め
に
！  

最
適
な
方
法
を
見
つ
け
よ
う

　

認
知
症
な
ど
万
一
の
場
合
の
財
産
管

理
と
し
て
は
、
任
意
後
見
や
成
年
後
見

制
度
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
後
見
制
度
は
家
庭
裁
判
所

の
監
督
下
に
置
か
れ
、
不
動
産
の
売
却

や
積
極
的
な
運
用
が
困
難
に
な
る
こ
と

が
原
則
で
す
。
一
方
で
、
信
託
制
度
は

受
託
者
に
よ
る
信
託
財
産
の
柔
軟
な
運

用
が
可
能
で
あ
り
、
オ
ー
ナ
ー
の
健
康

状
態
に
不
安
が
出
た
際
も
、
賃
貸
経
営

を
健
全
に
維
持
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

ご
自
身
の
判
断
能
力
が
低
下
し
た
時
の

備
え
と
し
て
信
託
は
有
効
で
す
が
、
後

見
制
度
と
柔
軟
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

も
可
能
な
た
め
、
専
門
家
の
知
恵
が
不

可
欠
で
す
。

　

相
続
や
こ
れ
か
ら
の
財
産
管
理
の
対

策
は
、
早
め
に
始
め
る
ほ
ど
選
択
肢
が

広
が
り
ま
す
。
ま
ず
は
身
近
な
税
理
士

や
弁
護
士
に
相
談
し
、
ご
自
身
の
意
思

を
最
大
限
に
反
映
さ
せ
た
最
適
な
財
産

管
理
・
事
業
承
継
の
方
法
を
検
討
し
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

◦�認知症対策、遺産分割（争続）対策、 
事業承継など、多岐にわたる課題解決に 
柔軟に活用できる。

◦�信託契約の作成には、複雑な設計や 
法的な手続きが必要で、 
自力での活用は困難。専門家へ相談を。

◦�いざという時に間に合わないことも。 
契約設計や家族間の合意に 
時間を要するため、早めの検討が重要。

中央大学法学部卒。2012年慶應義
塾大学法科大学院修了、2012年 司
法試験合格。2013年 第二東京弁護
士会登録。売買・賃貸・仲介・管理業法
等不動産分野の案件の相談を幅広く
対応。企業法務を中心に、労働分野の
コンプライアンスセミナー、企業研修等
も担当。

ことぶき法律事務所 
弁護士
佐藤 省吾 氏

判断能力が低下しても、受託者が財産を管理・処分
できて安心。日常生活も守られる

●認知症対策に

所有権と受益権を分けて設定できるので、遺産分割
などに関する対立を事前に防げる

●相続対策に

受託者が管理運用する権利、受益者が利益を得る
権利と、所有権を分離することができる

●資産管理に

自分

受託者

子ども

委託者兼
受益者

財産移転

利益

信託したい財産を信頼できる受託者
に託し、その管理・運用を指示する人

●委託者

委託者から財産を託され、受益者のた
めに管理・運用する人または法人

●受託者

信託された財産から生じる利益（受益
権）を受け取る権利を持つ人

●受益者

（銀行・法人・家族など）

受託者

（配偶者、自己、子ども、孫など）

受益者
（オーナー）

委託者
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原状回復「考え方」のキホン

借
主
の
費
用
負
担
は　
　
　
　

原
因
・
時
間
・
大
き
さ
で
考
え
る

　

退
去
時
に
原
状
回
復
、
つ
ま
り
「
借

り
た
も
の
を
元
の
状
態
に
戻
し
て
返
却

す
る
」
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
実

際
、
民
法
に
お
け
る
原
状
回
復
義
務
は

原
則
、
借
主
に
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
「
元
」
と
い
う
の
は
ど

の
状
態
を
示
す
の
か
、
ま
た
建
物
・
設

備
自
体
の
経
年
劣
化
を
ど
の
よ
う
に
扱

う
か
に
よ
り
費
用
負
担
は
変
わ
っ
て
き

ま
す
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
原
状
回

復
の
借
主
負
担
は
「
原
因
・
時
間
・
大

き
さ
」
の
３
つ
の
要
素
で
判
断
す
る
考

え
方
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

①
原
因
（
ど
う
い
う
原
因
で
傷
が
つ
い

た
の
か
）
…
通
常
の
使
用
に
よ
る
損
傷

「
原
状
回
復
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」の
知
識
を
深
め
る

賃
貸
経
営
の
気
に
な
る
ア
レ
コ
レ
を
じ
っ
く
り
掘
り
下
げ
て
知
識
を
深
め
る
連
載
企
画
。

第
４
弾
は
、退
去
時
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
に
知
っ
て
お
き
た
い「
原
状
回
復
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」を
取
り
上
げ
ま
す
。

サ
ブ
リ
ー
ス
オ
ー
ナ
ー
が
知
っ
て
お
き
た
い
注
意
点
を
、弁
護
士
の
佐
藤
先
生
が
ま
る
ご
と
フ
カ
ボ
リ
ッ
！

佐藤貴美弁護士事務所
弁護士
佐藤 貴美  氏

退
去
時
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
に
、

内
容
を
し
っ
か
り
理
解
し
て
お
こ
う

「
原
状
回
復
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で

ト
ラ
ブ
ル
を
防
止

　

賃
貸
住
宅
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
件
数

の
中
で
、
常
に
上
位
を
占
め
る
の
が
退

去
時
の
「
原
状
回
復
」
に
関
す
る
問
題

で
す
。
こ
う
し
た
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に

防
ぎ
、
迅
速
に
解
決
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
国
土
交
通
省
に
よ
り
策
定
さ

れ
た
の
が
「
原
状
回
復
を
め
ぐ
る
ト
ラ

ブ
ル
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
以
下
、
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
）
で
す
。

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
原
状
回
復
を
貸

主
・
借
主
の
ど
ち
ら
が
負
担
す
べ
き
か

を
、
具
体
的
な
ケ
ー
ス
を
踏
ま
え
示
し

た
も
の
で
す
。
原
状
回
復
費
用
の
負
担

を
考
え
る
際
の
基
準
と
し
て
広
く
活
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

は
含
ま
れ
ず
、
借
主
の
故
意
・
過
失
、

不
注
意
に
よ
り
付
い
た
も
の
が
対
象
。

②
時
間
（
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
使
用
さ

れ
た
か
）
…
経
年
劣
化
や
通
常
損そ
ん

耗も
う

に

よ
る
建
物
価
値
の
減
少
を
考
慮
す
る
。

③
大
き
さ
（
補
修
箇
所
は
ど
れ
く
ら
い

の
範
囲
な
の
か
）
…
基
本
的
に
は
補
修

工
事
が
可
能
な
最
小
限
の
施
工
範
囲
を

単
位
と
す
る
。
た
だ
し
、
壁
ク
ロ
ス
を

一
部
補
修
し
た
結
果
、
他
の
部
分
と
色

や
質
感
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
差
異
が
生

じ
て
し
ま
う
場
合
な
ど
例
外
も
あ
る
。

　

普
通
に
暮
ら
し
て
い
て
自
然
に
生
じ

る
損
傷
の
原
状
回
復
費
用
に
つ
い
て
は

す
で
に
家
賃
の
一
部
と
し
て
支
払
わ
れ

て
お
り
、
退
去
時
に
借
主
が
負
担
す
る

こ
と
は
二
重
取
り
に
な
る
た
め
、
こ
の

よ
う
な
考
え
方
に
な
り
ま
す
。

　

注
意
し
た
い
の
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

は
あ
く
ま
で
も
賃
貸
借
契
約
の
締
結
時

に
何
も
取
り
決
め
を
行
な
っ
て
い
な
い

場
合
の
基
準
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。

当
事
者
間
で
合
意
し
た
特
約
は
、
民
法

と
同
様
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
よ
り
優
先
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
特
約
に
は
合
理
性

や
必
要
性
な
ど
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
借

主
が
契
約
時
に
十
分
に
内
容
を
認
識
し

て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
有
効
な
特

約
が
な
い
場
合
に
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
基
準
と
し
て
考
慮
し
ま
す
。

サ
ブ
リ
ー
ス
オ
ー
ナ
ー
が 

知
っ
て
お
く
べ
き
注
意
点

　

サ
ブ
リ
ー
ス
の
場
合
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
が
直
接
適
用
さ
れ
る
の
は
入
居
者
と

サ
ブ
リ
ー
ス
会
社
間
の
賃
貸
借
契
約
で

あ
り
、
入
居
者
退
去
に
伴
う
原
状
回
復

に
係
る
オ
ー
ナ
ー
の
費
用
負
担
は
、
サ

ブ
リ
ー
ス
会
社
と
オ
ー
ナ
ー
間
の
契
約

内
容
次
第
で
す
。
し
か
し
、
オ
ー
ナ
ー

も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
理
解
し
て
お
く
こ

と
は
重
要
で
す
。
オ
ー
ナ
ー
が
負
担
す

べ
き
費
用
の
上
限
を
判
断
す
る
際
に
役

立
ち
ま
す
し
、
建
物
の
補
修
・
修
繕
が

必
要
と
な
っ
た
時
に
ど
こ
ま
で
が
「
原

状
回
復
」
で
ど
こ
か
ら
が
「
グ
レ
ー
ド

ア
ッ
プ
」
な
の
か
を
見
極
め
ら
れ
る
か

ら
で
す
。
な
お
、
サ
ブ
リ
ー
ス
会
社
か

ら
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
提
案
さ
れ
た
場

合
に
は
、
双
方
の
利
益
に
な
る
か
と
い

う
視
点
で
検
討
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

入
居
者
の
退
去
に
伴
う
原
状
回
復
費

や
リ
フ
ォ
ー
ム
代
の
負
担
割
合
は
、
サ

ブ
リ
ー
ス
会
社
と
の
間
の
契
約
内
容
に

よ
り
異
な
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
契
約

内
容
を
確
認
し
、
不
明
点
は
ク
リ
ア
に

し
て
お
く
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

◦�原状回復ガイドライン
は退去時の費用負担
の基準を示したもの。
◦�経年劣化や通常損耗
分は家賃に含まれると
理解しよう。
◦�サブリースオーナーも
ガイドラインの内容は
要チェック。

気
に
な
る

ト
ピ
ッ
ク
を

フ
カ
ボ
リ
ッ
！

フ
カ
ボ
リ
ッ
！

知っ得！

フカボリッ！フカボリッ！
CheckCheck

ガイドラインの原状回復義務についての考え方を学び、
原状回復をめぐるトラブル防止および円滑な賃貸経営に役立てましょう。

「原状回復ガイドライン」は国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。

今回の学び

全宅管理顧問弁護士。総理府、建設省（現
国土交通省）での勤務を経て、平成11年に
司法試験に合格。平成14年に弁護士登録。
賃貸管理、マンション管理などを中心に活動。

原状回復義務と負担部分の考え方
建物・設備は時の経過とともに価値は減少するので、
特約がない限り経年劣化や通常損耗に原状回復義
務はありません。古い設備等を最新にするなど価値
を増大させる修繕はグレードアップとみなし、これも
原状回復の対象外。借主が原状回復義務を負うの
は、故意・過失・不注意による損耗等で、クロスの落書
きや軽微なフローリングの傷などです。

経年年数と原状回復費用の考え方
退去時に賃借人過失の損耗があり、原状回復義務が
発生する場合にも、費用を全て賃借人が負うわけで
はありません。負担割合を算出するにあたっては、減
価償却を基礎とした耐用年数を用いて経過年数を考
慮します。ただし、長期間の使用に耐えられ部分補修
が可能なフローリングや、畳などの消耗品に対して
経過年数は考慮されません。

設備等の経過年数と賃借人の負担割合（定額法の場合）

賃貸住宅の価値の低下と原状回復の負担部分のイメージ

設備等 耐用年数

床

畳表 ー
畳床

６年カーペット
クッションフロア

フローリング
フローリング全体の毀損によ
る張替の場合は建物耐用年
数から経過年数を考慮

壁 クロス ６年

建具 襖、柱 考慮する場合は建物耐用年
数から経過年数を考慮

設備・機器

流し台 ５年
冷暖房機器 ６年ガス機器
非金属家具 ８年
金属器具

15年便器
洗面台
ユニットバス 建物耐用年数下駄箱

耐用年数(ガイドラインより抜粋)

HARMONY 2025 HARMONY 2025 1011 10



賃貸トラブル
法律講座

自然災害の
トラブル編

自
然
災
害
の
発
生
時
に
か
か
わ
る

ト
ラ
ブ
ル

猛
烈
な
台
風
に
よ
る
浸
水
・
突
風
被
害
で
損
害
賠
償
請
求
、ど
う
す
れ
ば
い
い
？

自
然
災
害
に
よ
り
建
物
や
設
備
が
被
害
に
あ
い
、入
居
者
の
生
活
に
支
障
が
出
た
場
合
、損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。今
回
は
近
年
、被
害
が
拡
大
し
て
い
る
台
風
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
の
対
応
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

中央大学法学部卒。1997年司
法試験合格。2000年東京弁護
士会登録。現在ことぶき法律事務
所所長。

ことぶき法律事務所
尋木 浩司弁護士

まとめ

自然災害はいつ起こるかわかり
ません。自然災害による被害は
想定できず、不可抗力なことも多
いですが、建物のメンテナンス不
足によりオーナーの責任を問わ
れるケースなどもあります。想定
外のトラブルに巻き込まれた場
合、専門家に相談するようにしま
しょう。

ホ
テ
ル
代
の
請
求
に
応
じ
る
義

務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、賃
料
の
減

額
請
求
に
応
じ
る
義
務
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
ず
、
今
回
１
０
１
号
室
が
浸
水
し

た
の
は
猛
烈
な
台
風
と
い
う
、
い
わ
ば

不
可
抗
力
に
よ
る
も
の
で
、
オ
ー
ナ
ー

に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
施
工
不
良
等
の
責
任

が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

猛
烈
な
台
風
に
よ
る
浸
水
の
た
め
、

賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
の
１
階
に
居

住
で
き
な
い
場
合
の
損
害
賠
償

　

私
は
都
内
の
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
の

オ
ー
ナ
ー
で
す
。先
日
、関
東
地
方
を

直
撃
し
た
猛
烈
な
台
風
に
よ
っ
て
マ
ン

シ
ョ
ン
の
１
階
が
浸
水
し
、１
０
１
号
室

が
10
日
間
、使
用
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

入
居
者
か
ら
は
、そ
の
間
の
ホ
テ
ル

住
ま
い
の
費
用
を
損
害
賠
償
請
求
さ
れ

て
い
ま
す
。ま
た
、部
屋
を
使
用
で
き
な

い
期
間
の
賃
料
の
減
額
も
請
求
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

私
は
そ
れ
ら
の
請
求
に
応
じ
る
義
務

が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。１
０
１
号
室

を
使
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
修

繕
費
用
に
つ
い
て
も
、私
が
負
担
す
る

義
務
が
あ
り
ま
す
か
。

　

こ
の
た
め
、
オ
ー
ナ
ー
が
入
居
者
に

対
し
、
損
害
賠
償
と
し
て
ホ
テ
ル
代
ま

で
負
担
す
る
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

次
に
、
賃
料
は
、
目
的
物
の
使
用
収

益
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
で

す
か
ら
、
10
日
間
、
建
物
の
使
用
収
益

が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

そ
の
期
間
に
つ
い
て
、
賃
料
減
額
請
求

が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
オ
ー
ナ
ー
は
10

日
間
に
つ
い
て
賃
料
の
減
額
に
応
じ
る

義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
賃
貸
借
契
約
の
貸
主
は
、

借
主
の
目
的
物
の
使
用
収
益
の
た
め
に

必
要
な
修
繕
を
行
う
義
務
を
負
っ
て
い

ま
す
（
民
法
６
０
６
条
１
項
）。

　

本
件
で
も
、
１
０
１
号
室
を
使
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
修
繕
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
が
例
え
不
可
抗
力
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
て
も
、
オ
ー
ナ
ー
は
、
必

要
な
修
繕
費
用
を
負
担
す
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。エ

レ
ベ
ー
タ
ー
が

使
用
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
の

賃
料
減
額
請
求

　

質
問
１
の
猛
烈
な
台
風
に
よ
る
浸
水

で
、賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

が
当
分
の
間
使
用
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。こ
の
た
め
、10
階
の
入
居

者
か
ら
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
使
用
で
き
な

い
期
間
、賃
料
を
減
額
し
て
欲
し
い
と

請
求
さ
れ
て
い
ま
す
。私
は
こ
の
請
求

に
応
じ
る
義
務
は
あ
り
ま
す
か
。

賃
料
減
額
請
求
に
応
じ
る

義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

本
件
の
よ
う
な
賃
貸
し
て
い
る
お
部

屋
で
は
な
く
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
使
用

で
き
な
い
場
合
の
賃
料
の
減
額
に
つ
い

て
は
、
民
法
６
１
１
条
１
項
の
賃
料
減

額
請
求
権
を
行
使
で
き
る
か
ど
う
か
が

問
題
に
な
り
ま
す
。
民
法
６
１
１
条
１

項
は
、「
賃
借
物
の
一
部
が
滅
失
そ
の

他
の
事
由
に
よ
り
使
用
及
び
収
益
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
れ
が
賃
借
人
の
責
め
に
帰
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
賃
料
は
、
そ
の
使
用

及
び
収
益
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

A

A

っ
た
部
分
の
割
合
に
応
じ
て
、
減
額
さ

れ
る
。」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
は
賃
借
物
の
一
部
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
賃
借
物
を
使
用
す
る
の
に

不
可
欠
な
も
の
で
す
か
ら
、
６
１
１
条

１
項
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
賃
料
の
一

部
が
減
額
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

賃
料
の
減
額
を
い
く
ら
に
す
る
か
は
、

個
別
に
協
議
を
し
て
決
め
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
（
例
え
ば
３
階
の
居

住
者
と
10
階
の
居
住
者
と
で
は
減
額
率

が
異
な
っ
て
く
る
と
考
え
ま
す
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
賃
料
減
額
請
求
に
つ

い
て
は
、
オ
ー
ナ
ー
に
過
失
が
な
い
場

合
も
請
求
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。

台
風
に
よ
る
突
風
で
マ
ン
シ
ョ

ン
の
タ
イ
ル
が
落
下
し
た
場
合

の
、損
害
賠
償
責
任

　

私
は
、千
葉
市
内
で
賃
貸
マ
ン
シ
ョ

ン
を
経
営
し
て
い
ま
す
。先
日
襲
来
し

た
台
風
の
際
の
突
風
に
よ
り
、マ
ン
シ
ョ

ン
の
５
階
部
分
か
ら
タ
イ
ル
が
何
枚
か

落
下
し
て
、た
ま
た
ま
下
に
駐
車
し
て

い
た
車
を
破
損
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

私
は
、車
の
所
有
者
に
対
し
、損
害
賠
償

の
責
任
が
あ
り
ま
す
か
。

定
期
的
な
点
検
を

し
て
い
た
か
ど
う
か
が

ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

　

質
問
の
ケ
ー
ス
は
、
台
風
の
突
風
が

影
響
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
自
然

力
に
よ
る
不
可
抗
力
と
も
い
う
べ
き
で
、

建
物
所
有
者
で
あ
る
オ
ー
ナ
ー
に
は
責

任
は
な
い
か
の
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

し
か
し
、
本
件
は
そ
ん
な
に
簡
単
に
は

結
論
が
出
ま
せ
ん
。

　

建
物
は
、
土
地
の
工
作
物
（
土
地
に

接
着
し
て
築
造
さ
れ
た
設
備
）
に
該

当
し
ま
す
の
で
、
本
件
は
、
民
法
第

７
１
７
条
１
項
の
土
地
の
工
作
物
責
任

の
問
題
と
な
り
ま
す
。
土
地
の
工
作
物

責
任
と
い
う
の
は
、
建
築
物
等
の
土
地

の
工
作
物
の「
設
置
又
は
保
存
に
瑕
疵
」

が
あ
り
、
そ
れ
が
原
因
で
他
人
に
損
害

を
お
よ
ぼ
し
た
と
き
は
、
工
作
物
の
占

有
者
や
所
有
者
が
損
害
賠
償
責
任
を
負

担
す
る
と
い
う
責
任
で
、
こ
の
場
合
の

所
有
者
の
責
任
は
無
過
失
責
任
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

工
作
物
の「
設
置
又
は
保
存
の
瑕
疵
」

と
い
う
の
は
、
工
作
物
の
設
置
当
時
あ

る
い
は
、
そ
の
後
の
維
持
管
理
の
過
程

で
そ
の
工
作
物
が
通
常
有
す
べ
き
品
質

を
欠
く
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
言

Q1

い
ま
す
。

　

本
件
で
は
、
建
物
の
外
壁
に
つ
い
て
、

定
期
的
に
適
切
な
点
検
補
修
を
し
て
お

り
、
設
置
ま
た
は
保
存
に
瑕
疵
は
な
く
、

タ
イ
ル
が
剥
が
れ
た
の
は
あ
ま
り
に
猛

烈
な
台
風
の
突
風
に
よ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
、
建
物
オ
ー
ナ
ー
は
損
害
賠

償
責
任
す
な
わ
ち
修
理
代
金
の
弁
償
責

任
を
負
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
建
物
の
外
壁
に
つ
い
て
点

検
補
修
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
タ
イ
ル
が

劣
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

建
物
の
オ
ー
ナ
ー
は
土
地
の
工
作
物
責

任
に
よ
り
、
車
の
所
有
者
に
対
し
損
害

賠
償
責
任
を
負
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

普
段
か
ら
台
風
等
の
災
害
に
備
え
て
、

定
期
的
に
外
壁
等
の
点
検
を
行
う
必
要

が
あ
る
こ
と
を
示
す
事
例
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

Q3

A

Q2
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公社お問い合せ先

本社・首都圏本部 札幌支社 仙台支社
営業地域／�東京都、神奈川県、千葉県、 

茨城県、山梨県、静岡県、沖縄県 営業地域／北海道 営業地域／�青森県、岩手県、宮城県、 
秋田県、山形県、福島県

〒102-0076 東京都千代田区五番町14-1 
国際中正会館ビル3階

〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西3-1-8 
朝日生命ビル3階

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-8-1
HF仙台一番町ビルディング5階

☎03-3237-7411　 FAX 03-3237-7418 ☎011-221-6717　 FAX 011-221-7200 ☎022-266-2941　 FAX 022-266-2926

埼玉支社 名古屋支社

営業地域／埼玉県、栃木県、群馬県、新潟県、長野県 営業地域／岐阜県、愛知県、三重県

〒330-0802　埼玉県さいたま市大宮区宮町2-55-2
第一大宮ビル2階

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-15-6
岩田ビル6階

☎048-782-8400　 FAX 048-782-8395 ☎052-218-5601　 FAX 052-222-3113

大阪支社 広島支社 福岡支社
営業地域／滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
富山県、石川県、福井県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 営業地域／鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 営業地域／�福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 

大分県、宮崎県、鹿児島県

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-4-11
クラボウアネックスビル6階

〒730-0014 広島県広島市中区上幟町7-3　
Jプロ上幟町ビル7階

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-10-20
KG天神ビル東3階

☎06-6266-9950　 FAX 06-6266-9959 ☎082-511-1151　 FAX 082-511-1160 ☎092-712-4401　 FAX 092-712-4403

首都圏本部 水道橋受付センター
営業地域／東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、山梨県、静岡県、沖縄県
水道橋受付センター（事業推進第一部）
〒112-0004 東京都文京区後楽1-2-2 ココタイラビル1階
☎03-5805-2521　 FAX 03-5805-2528

（事業推進第二部）
〒112-0004 東京都文京区後楽1-2-9 エー・ゼットキュウブビル2階
☎03-5805-2607　 FAX 03-5805-2608

希少な動植物が息づく
亜熱帯の森とマングローブの島々

オーナーズネットワーク・パティオ

所有物件の「省エネ化」について教えてください

前号のアンケートハガキで、所有物件の「省エネ化」への
ご関心についてお伺いしました。その結果をご紹介します。

皆様の声

【有効回答数：205】

今号のアンケートハガキも、ぜひご回答ください！　　

\ ハーモニー読者に聞きました /

奄美大島・徳之島
［鹿児島県］ 

　鹿児島市から南へおよそ380㎞、
奄美群島の中心に位置する奄美
大島と徳之島。年間を通して温暖
な亜熱帯性気候に恵まれ、濃い緑
の森と青い海が広がる自然豊かな
島々です。両島には固有種や絶滅
危惧種が多く生息し、アマミノクロウ
サギなど、世界的にも貴重な生態系
が残されています。こうした生物多
様性の価値が認められ、2021年に
沖縄島北部・西表島とともに世界自
然遺産に登録されました。

　奄美大島では金作原原生林や
日本有数の規模を誇るマングローブ
原生林など、亜熱帯特有の植物が
つくる森を体感できます。徳之島は
島全体がなだらかな山地で、最高峰
の湯湾岳周辺には深い原生林が
広がり、希少な動物たちが生息。美
しいサンゴ礁に囲まれた海では、ウ
ミガメとの出会いを楽しめます。多様
な自然環境と生き物たちが織りなす
生命の島は、訪れる人々に深い感
動を与えてくれます。

潮の満ち引きに合わせて表情を変えるマングローブの
森。カヌーに乗れば、水面すれすれの目線から、森と生
き物たちの息づかいを間近に感じることができます

徳之島の北端、犬田布岬近くにあるメガネ岩。波の侵食
によってできた二つの穴から覗く青い海と空が印象的な
絶景スポットです

奄
美
大
島
と
徳
之
島
に
だ
け
生
息 

す
る
国
指
定
天
然
記
念
物
の
ア
マ
ミ

ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
。夜
行
性
で
丸
い
耳
と 

短
い
尾
が
特
徴
の「
生
き
た
化
石
」と

呼
ば
れ
て
い
ま
す

登録区域・登録地の面積／�奄美大島11,640 ha、徳之島2,515 ha
登録年月／2021年7月

ニッポンの
世界自然遺産Vol.5

一度は訪れたい！ 

D A T A

省エネリフォームに関心のあるオーナーさまが多く、なかでも断熱改修への関心が高いようです。本年も補助金が実施されているので、省エネリフォームに関心のあるオーナーさまが多く、なかでも断熱改修への関心が高いようです。本年も補助金が実施されているので、
ぜひ早めに検討してみてください。本誌では、みなさまのご回答を参考に今後も賃貸経営に役立つ情報を発信してまいります。ぜひ早めに検討してみてください。本誌では、みなさまのご回答を参考に今後も賃貸経営に役立つ情報を発信してまいります。

・ 高崎支社が埼玉県さいたま市大宮区に移転し、埼玉支社となり、連絡先が変更になりました。・ 高崎支社が埼玉県さいたま市大宮区に移転し、埼玉支社となり、連絡先が変更になりました。
・ 一部の営業地域（以下に赤字で記載した地域）の担当支社が変更になりました。・ 一部の営業地域（以下に赤字で記載した地域）の担当支社が変更になりました。

Q1
「住宅省エネキャンペーン」などの補助金を
活用したリフォームで省エネ性能を高める
ことに関心はありますか？

Q2 今後省エネ化に向けたリフォーム・設備交換を実施する予定
はありますか？

1． 断熱改修（窓やドアなど）………………………………………………………………………………………………… 42.9％

2． 給湯器（高効率）の導入… …………………………………………………………………………………………… 21.4％

3． 太陽光パネルなどの際エネルギー設備の導入…………… 21. 4％

4． その他（外断熱工法の適用、空調設備など）………………………………………………………… 14.3％

Q3 Q2で１または２と回答いただいた方にお聞きします。
どんなリフォーム・設備交換を実施または実施予定ですか？

ある… …………………………………………… 77.6％

ない……………………………………………… 21.5％
無回答…………………………………………… 0.9％

77.6％
ある

21.5％
ない

1． すでに行った…………………………………………… 11.2％

2． 具体的な予定が進行中… … 2.4％

3． これから検討したい………………… 46.8％

4． 特に予定はない………………………………… 39.5％

46.8％

39.5％

11.2％
2.4％

無回答 
0.9％
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